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平成23年８月８日 

各  位 

東京都港区麻布十番一丁目10番10号 

株式会社プロパスト 

代表取締役社長 津江 真行 

（コード番号：3236） 

問い合わせ先 経営企画部長 矢野 義晃 

電話 03－6685－3100 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年８月８日開催の取締役会において、平成23年８月30日開催予定の第25期定時株主総会（以

下「本総会」といいます。）に、下記の通り「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので   

お知らせいたします。 

 

記 

 
１． 定款変更の目的 

（１） 本店所在地の変更 

当社は、平成22年10月４日付当社プレスリリース「本社機能移転のお知らせ」に記載の通り、同

年10月に、本社として使用しておりました恵比寿ビルを「株式会社プロパスト再建計画」に基づき

売却し、本社機能を東京都渋谷区から東京都港区に移転しておりますので、実際の本店業務の所在場

所に合わせて本店の所在地を変更するものであります（変更案第３条をご参照下さい。）。 

 

（２） 取締役の員数の変更 

在任取締役の数を考慮するとともに、経営の意思決定の迅速化と効率化を図ることを目的として、

取締役の員数につき「10名以内」から「５名以内」に変更を行うものであります（変更案第16条を

ご参照下さい。）。 

 

（３） 取締役の任期の変更 

①  第23期定時株主総会において、経営責任の明確化を目的として取締役の任期を１年に短縮し

ておりますが、本年２月の民事再生手続終結に伴い、平成22年７月７日付「株式会社プロパス

ト再建計画」及び「中期経営計画」を確実に履践するため、取締役が中長期的視野に立って経営

に邁進する環境を確保することを目的として、取締役の任期を２年に伸長するものであります

（変更案第18条第１項をご参照下さい。）。 

②  増員及び補欠として選任された取締役の任期を、在任取締役の任期が満了する時までとする旨

の規定を新設するものであります（変更案第18条第２項をご参照下さい。）。 

③  変更案第18条にかかわらず、本総会終結前に在任する取締役３名の任期につき、現行定款第
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18 条に定める任期を適用するための経過措置として、附則に所要の規定を設けるものでありま

す（変更案（附則）をご参照下さい。）。 

 

（４） 補欠監査役の任期の変更 

会社法施行規則第96条第３項の定めに従い、補欠監査役を選任した場合における予選の効力を、

選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする

旨の規定を新設するものであります（変更案第30条第３項及び第４項をご参照下さい。）。 

 

２． 定款変更の内容 

変更の内容は次の通りであります。 

（下線部は変更箇所を示しております） 

現行定款 変更案 

第１章 総則 

第１条～第２条（条文省略） 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

第４条～第５条（条文省略） 

第２章 株式 

第６条～第９条（条文省略） 

第２章の２ 種類株式 

第９条の２（条文省略） 

第３章 株主総会 

第10条～第15条の２（条文省略） 

第４章 取締役および取締役会 

（員数） 

第16条 当会社の取締役は10名以内とする。 

第17条 （条文省略） 

（任期） 

第18条 取締役の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

（新 設） 

 

 

第19条～第27条（条文省略） 

第５章 監査役および監査役会 

第28条～第29条（条文省略） 

（任期） 

第30条 （条文省略） 

２    （条文省略） 

（新 設） 

 

第１章 総則 

第１条～第２条（現行どおり） 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

第４条～第５条（現行どおり） 

第２章 株式 

第６条～第９条（現行どおり） 

第２章の２ 種類株式 

第９条の２（現行どおり） 

第３章 株主総会 

第10条～第15条の２（現行どおり） 

第４章 取締役および取締役会 

（員数） 

第16条 当会社の取締役は５名以内とする。 

第17条 （現行どおり） 

（任期） 

第18条 取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

２    増員または補欠として選任された取締

役の任期は、在任取締役の任期の満了する時まで

とする。

第19条～第27条（現行どおり） 

第５章 監査役および監査役会 

第28条～第29条（現行どおり） 

（任期） 

第30条 （現行どおり） 

２    （現行どおり） 

３   会社法第 329 条第２項に基づき選任さ

れた補欠監査役の選任決議が効力を有する期間

は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の開始の時まで

とする。
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現 行 定 款 変 更 案 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

第31条～第36条（条文省略） 

第６章 会計監査人 

第37条～第40条（条文省略） 

第７章 計算 

第41条～第44条（条文省略） 

（新 設） 

４    前項の補欠監査役が監査役に就任し

た場合の任期は、退任した監査役の任期の満了す

る時までとする。ただし、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時を超えることはできない。 

第31条～第36条（現行どおり） 

第６章 会計監査人 

第37条～第40条（現行どおり） 

第７章 計算 

第41条～第44条（現行どおり） 

附 則 

平成 23 年８月開催の定時株主総会の終結前に在

任する取締役の任期については、当該総会におけ

る改正前の定款第18 条の規定がなお効力を有す

るものとする。 

なお、本附則は、前記取締役全員の任期が満了し

たときをもって削除する。 

 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成23年８月30日（火曜日） 

定款変更の効力発生日       平成23年８月30日（火曜日） 

 

 

以上 


